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第１章 総 則 

第１節 適用 
1-1 適用 
1. この特記仕様書は、独立行政法人水資源機構が別に定める「不動産鑑定評価業務共
通仕様書」(平成 26 年 5 月)(以下「共通仕様書」という。)に優先して、「小川雨量観
測所用地不動産鑑定評価業務」(以下「本業務」という。)に適用する。 
2. 図面及び現場説明書並びに現場説明に対する質問回答書は、共通仕様書に優先して
適用する。 

1-2 準拠基準等 
受注者は、設計図書によるほか、次の基準類によらなければならない。 
1. 不動産鑑定評価基準(国土交通省) 
2. 不動産鑑定評価基準運用上の留意事項(国土交通省) 
 
第 2 節 鑑定評価対象地 
茨城県小美玉市飯前字出房 1376番 182 
 

第 3 節 履行期間 
履行期間は、雨天、休日等を見込み、契約締結の翌日から令和 8 年 1 月 9 日までと
する。 

 
第 4 節 打合せ等 
打合せは、必要な場合は都度、行うものとする。 

 
第 5 節 暴力団関係業者の排除に関する協力 
受注者は、業務の履行に際して、暴力団等からのあらゆる不当介入(不当要求又は業
務妨害)に対し断固としてこれを拒否し、不当介入を受けた場合は、速やかに発注者に
報告するとともに警察に通報し、捜査上必要な協力を行わなければならない。また、監
督員等とも連絡を密にとり工程等被害が生じた場合は、協議するものとする。 

 
第 6 節 成果物の提出 
1. 成果物は、図面等を除き長期の使用に耐える装丁を行うものとする。 
2. 成果物は、厳密な照査を行った後、提出するものとする。 
なお、提出後において誤りが発見された場合には、受注者の責任と負担において訂
正するものとする。 
3. 鑑定評価書の提出場所 



 

〒300-0732 茨城県稲敷市上之島３１１２番 
独立行政法人水資源機構 利根川下流総合管理所 資産管理課 

 
第 7 節 疑義等 
受注者は、設計図書に明記されていない事項又は設計図書に疑義が生じた場合は、速
やかに監督員と協議するものとする。 

  



 

第２章 業務内容 

第 1節 不動産鑑定評価の価格時点 令和 7年 12月 1 日 
 
第 2 節 鑑定評価によって求める価格等 
1. 鑑定評価によって求める価格は、次に掲げる条件を満たした価格とすること。 
(1) 評価依頼地の正常価格であること。 
(2) 評価依頼地に所有権以外の権利又は建物その他の物件が存するときは、当該
権利又は当該建物その他の物件が存しないものとしての価格であること。 
(3) 事業の施行が予定されることにより、当該評価依頼地の価格が低下したと認
められるときは、当該事業の影響がなかったものとしての価格であること。 

 
第 3 節 その他の依頼条件 
鑑定評価格の決定理由については、当該評価格が決定されるに至った経過及び理由
が当方に納得できるように記載し、必要に応じて採用した資料、鑑定評価の手順等
に関する事項を明らかにすること。 
 

第 4 節 不動産鑑定士等の除斥 
1.  評価依頼地の鑑定評価に当たって、次の各号の一に該当する不動産鑑定士又は不
動産鑑定士補に当該土地の鑑定評価を行わせてはならない。 
(1)評価依頼地の所有権又は評価依頼地に関して所有権以外の権利を有する者 
(2)前号に掲げる者の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、同居の親族、代
理人又は補佐人である者 
(3)前二号に掲げる者のほか、評価依頼地の評価の公正を妨げる事情があると認め
られる者 

 
以 上 
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